
　・事業所番号が正しく記入されていること

　・過誤の対象となっている方が、江戸川区の被保険者であること

　・申立事由欄は、「算定誤り」、「実地指導」、「給付適正化」のいずれかが記入されていること

（コード１）様式番号（上２桁）(明細書の様式番号とは異なっているので注意が必要です。)

様式
番号

様式名称 

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハ

・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハ

・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護

２１ 短期入所生活介護 

２２ 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

２３ 病院又は診療所における短期入所療養介護 

３０ 認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

３２ 特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 

３４ 認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

４０ 居宅介護支援（サービス計画費） 

５０ 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

６０ 介護老人保健施設 

７０ 介護療養型医療施設 

介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護

・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ

・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護

・介護予防通所リハ・介護予防福祉用具貸与

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防小規模多機能型居宅介護

２４ 介護予防短期入所生活介護 

２５ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 

２６ 病院又は診療所における介護予防短期入所療養介護 

３１ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用以外） 

３３ 介護予防特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

３５ 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用） 

４１ 介護予防支援（サービス計画費） 

（コード２）申立事由番号（下２桁） 

様式名称 

算定誤り（以下のもの以外の事業所の誤りによる給付実績の取下げ）

給付適正化（給付適正化による実績の取下げ）

実地指導（東京都その他の指導検査による実績の取下げ） ９９ 

○以下については誤り等が多くなっておりますので、提出前に再度ご確認ください。
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　・サービス提供月欄の年が西暦で記入されていること

○申立事由コード欄は、（コード１）と（コード２）を組み合わせた４桁の数字を記入してください。

１１ 

○国保連の審査を終えて、給付決定しているものでなければ、過誤申立ての処理はできません。

過誤申立ての際の留意点について

申立理由
番号

０２ 

４２ 

○過誤申立ての前に、給付決定しているものであるかどうか今一度ご確認ください。


